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T s u C i t y

１ 三重県津市の概要

【位置】
日本のほぼ中央に位置する三重県の県庁所在地
平成１８年１月１日、１０市町村の新設（対等）合併
により誕生

【人口】
２７９，８５７人（Ｈ３０．４．１現在）

【面積】
７１１.１９平方キロメートル

教育・保育の施設数・定員数（H30.4.1現在）

2,344 2,331 2,225 2,194 2,097 2,131 2,025 2,033 

2,395 2,431 2,392 2,296 2,250 2,179 2,173 2,112 

2,527 2,403 2,412 2,400 2,300 2,261 2,190 2,172 

2,575 2,522 2,400 2,406 2,392 2,308 2,255 2,198 

2,453 2,563 2,538 2,422 2,415 2,395 2,314 2,282 

2,540 2,430 2,565 2,535 2,418 2,432 2,382 2,312 
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平 成 23年 平 成 24年 平 成 25年 平 成 26年 平 成 27年 平 成 28年 平 成 29年 平 成 30年

就学前児童の人口の推移

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

13,109人13,339人
13,872人

14,532人14,680人14,834人
14,253人

13,706人

(人）

資料：住民基本台帳、外国人登録（各年３月３１日現在）

国立 市立
私立

（新制度）
私立

（私学助成）
市立 私立 市立 私立 私立 私立

１か所 ３０か所 ３か所 ４か所 ２２か所 ２３か所 ３か所 １２か所 ２か所 １か所 １０１か所

１号 － 2 ,345 365 － － － 330 367 － － 3 ,407

２・３号 － － － － 2 ,205 2 ,418 387 1 ,279 38
20・30

（地域枠・従業員枠）
6 ,377

認定を要

しないもの
140 － － 985 － － － － － － 1 ,125

定員

種　　　別

幼稚園 保育所

合　計

幼保連携型
認定こども園

小規模
保育事業

事業所内
保育事業

施　設　数
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5008 5075 5135 5176 5301

5385 5531 5701 5763 5770 5851 5912

87 100 40
〔31〕 〔146〕

〔20〕 〔151〕
〔181〕 〔203〕

〔240〕
〔247〕 〔144〕

4119 4058 3996 3906 3837 3734 3665 3612 3427 3280 3211 3082

2771 2832 2894 2984 3053 3156 3065

2878 2983 1930
1754 1834
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※各年度の保育所等の状
況は４月１日現在、幼稚園
の状況は５月１日現在。

※Ｈ２７年度以降の幼稚園
児童数には、認定こども園
１号認定こども数を含む。

（人）

定員：（5,095） （5,175） （5,175） （5,145） （5,155） （5,365） （5,380）

定員：（6,890） （6,890） （6,890） （6,890） （6,890） （6,890）
（6,730）

（6,490）
（6,410）

（5,520） （5,560）

（5,210）

（6,010）

制度改正により、平成27年度以降の定員は「利用定員」を表示。
「利用定員」とは、施設において受入可能最大人数を設定した数値であり、年度当初においては「利用定員」を超過した入所は原則行えない。

２ 保育所等・幼稚園の児童数等の推移①

保 幼 保 幼 保 幼 保 幼 幼 保 幼 保 幼保 保 幼幼保 保 幼0

：保育所等・幼稚園等

定員空き数

※保育所等とは、保育所、
保育を提供する認定子
ども園、地域型保育事
業のこと。

※幼稚園等とは、幼稚園及
び認定こども園（1号認定）
のこと。

■：保育所等児童数

■：幼稚園等児童数

：定員以上の保育所
受入児童数
（児童数内数）

：保育所等

：幼稚園等

保

幼

（6,098）

（4,965）

保 幼 保 幼

（6,056）

（4,916）

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

保育所等 98.3% 98.1% 99.2% 100.6% 102.8% 100.4% 102.8% 103.3% 103.7% 96.0% 95.9% 97.6%
幼稚園等 59.8% 58.9% 58.0% 56.7% 55.7% 54.2% 54.5% 55.7% 53.5% 63.0% 64.7% 62.7%

4月1日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月1日 0 0 0 0 81 96 102 104 98 92 93 99

　
Ⓐ：新設
Ⓑ：増改築
Ⓒ：施設整備を
      伴わない
      定員増

-

Ⓐみらいの森ゆた
か園（60）
Ⓒひとみね（10）、
高野（10）

-
Ⓒみらいの森ゆた
か園（10）、上浜保
育園（10）

Ⓐ第二はなこま保
育園（120）、風の丘
藤水保育園（90）

Ⓑ津カトリック保育
園（5）

Ⓐこどもの杜ゆた
か園（90）
Ⓑ藤水保育園（40）
Ⓒみらいの森ゆた
か園（10）

Ⓑ高田保育園（20）
Ⓒ大里保育園（10）

Ⓐ大川乳児保育園
（27）
Ⓑ津愛児園（20）、
三重保育院乳児保
育所（10）
Ⓒ津カトリック保育
園（5）、清泉愛育
園・志登茂保育園・
上浜保育園・はなこ
ま保育園（各10）

Ⓐ藤認定こども園
（125）、
つまちなか保育園
（12）
Ⓑ第二はなこま保
育園（60）
Ⓒ私立9園（141）、
市立12園（255）

Ⓑ豊野保育園
（50）、 高野保育園
（10）
Ⓒ津愛児園（10）こ
どもの杜ゆたか園
（10）、つまちなか
保育園（8）

Ⓐどんど子保育園
（19）、えがお保育
園 （19）
Ⓑぼだいじこども園
（10）

小計 - 80 - 20 210 5 140 30 102 593 88 48

　

Ⓐ：休園
Ⓑ：廃止
Ⓒ：施設運営・
　　 老朽化に
     伴う定員減

- - -
Ⓑ八幡（△20）、多
気（△20）

- - - -
Ⓐ太郎生（△45）
Ⓒ豊野保育園（△
10）

Ⓒさつき保育園（△
60）、栗真（△15）、
中央（△30)、新町
（△5）、雲出（△
20）、高茶屋（△40）

-
Ⓑさつき保育園（△
90）

小計 - - - △ 40 - - - - △ 55 △170 - △ 90

合計 - 80 - △ 20 210 5 140 30 47 423 88 △ 42

入所率

保育所等
待機児童

（人）

定員
（人） 2
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２ 保育所等・幼稚園の児童数等の推移②

☆こども園への移行による保育定員の増 ☆こども園への移行・新設による保育定員の増

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 計 Ｈ３０年度

0 0 0 0 37

幼稚園 125 0 0 125 幼稚園 224

保育園 0 10 10 20 保育園 0

125 10 10 145 261

☆民間を中心とした保育定員の増 ☆民間を中心とした保育定員の増 ☆民間を中心とした保育定員の増

（施設整備、余剰スペース活用） （施設整備、地域型保育事業の新設、余剰スペース活用） （施設整備、地域型保育事業の新設、余剰スペース活用）

市立 20 市立 10 市立 0

私立 540 私立 205 私立 40

計 560 計 215 計 40

☆利用定員の設定による保育定員の増

市立 145

私立 141

計 286

☆休園等による保育定員の減 ☆休園等による保育定員の減 ☆休園等による保育定員の減

市立 85 市立 0 市立 0

私立 10 私立 150 私立 10

計 95 計 150 計 10

２９１人増４６５人増 ４９６人増

市立

私立

計 計

市立

私立

保育定員確保のための津市の取組

津市立こども園の開園

【第１ステージ】 【第３ステージ】

５，５６０人（５６園）

３，１６０人（３１園） ３，５０１人（３５園）

６，０５６人（６０園）

【第２ステージ】

子ども・子育て支援新制度スタート

市立

私立

計

２，４６５人（２８園）

２，６３０人（２７園）

５，０９５人（５５園）

２，５９２人（２５園）

３，７５５人（３８園）

６，３４７人（６３園）

平成１８年度から平成２６年度 平成２７年度から平成２９年度 平成３０年度

２，４００人（２５園） ２，５５５人（２５園）
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３ 幼稚園の預かり保育の状況

（１）津市立幼稚園の預かり保育の状況

平成２９年度は、津市立幼稚園３５園中、１０の幼稚園で預かり保育を実施
【実施時間】 平日：保育時間終了後の午後２時から午後４時まで 長期休業日：午前９時から午後４時まで（弁当持参）
【利用料】 １回１００円（平成３０年度から１回２００円）

兄弟が同時在園する場合は、第２子以降半額。生活保護世帯は０円

１０園の実績の分析結果
１園あたりの月平均実施日数 １３．３日
１人あたりの月平均利用回数 ５．８日
１人あたりの月平均利用者負担額 ５７６円
平均利用率（利用者の全園児数に対する割合） ２４．５％

（２）私立幼稚園の預かり保育の状況

平成２９年度は、私立幼稚園９園中、全園で預かり保育を実施
【実施時間】 早朝

開始時間・・・７：３０～８：００
保育時間終了後

開始時間・・・１４：００～１４：３０ 終了時間・・・１７：３０～１８：３０
長期休業日

開始時間・・・７：３０～８：３０ 終了時間・・・１６：００～１８：００
【利用料】 １回５００円～１，０００円

時間ごとの利用料や、月額の設定をしている園もある。
・１時間あたり１１５円～６００円
・月額６，０００円～１６，０００円

９園の実績の分析結果
１園あたりの月平均実施日数 １８．３日
平均利用率（利用者の全園児数に対する割合） ６３．６％（１０．７％～９１．４％）

4



T s u C i t y

４ 保育の必要性認定

（２）認定の状況

支給認定の新規や変更申請は、月平均４８０件ほどあり、新規認定の多い４月においては、１，５００件を超える。

（１）保育の必要性の認定事由

標準時間 短時間

保護者の
　　疾病・障がい

保護者が病気、負傷または心身に障がいがあるため ○
希望により

短時間も可能

災害復旧 災害復旧にあたっているため ○
希望により

短時間も可能

求職活動 求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っているため × ○
支給認定日又は保育所等利用開始日から９０
日を経過する日が属する月の末日まで

虐待・ＤＶ 虐待やＤＶのおそれがあるため ○
希望により

短時間も可能
【２号認定】小学校就学前まで
【３号認定】満３歳となる誕生日の前々日まで

育児休業
育児休業を取得する年度に、子どもが既に保育所等を
利用している場合

× ○ 育児休業期間

その他 上記に類する状態として津市が認める場合 ○ ○ 必要な期間

○
月１２０時間以上の

介護・看護

○
月１２０時間未満の

介護・看護

○
月１２０時間以上の

就学

○
月１２０時間未満の

就学

大学、職業訓練校、専門学校等に通学しているため
（趣味の講座、カルチャースクール等は認められません）

就学

同居親族等の
介護・看護

子どもの家庭に長期にわたる病人や心身に障がいがあ
る人がいて、常時介護または看護にあたっているため

【２号認定】小学校就学前まで
【３号認定】満３歳となる誕生日の前々日まで

母親が出産前後のため
（出産予定日の前後２ヶ月程度）

○
月１２０時間以上の

就労

○
月６０時間以上１２
０時間未満の就労

通学期間

認定を受ける事由（２･３号認定）
認定時間と条件

支給認定期間（最長）

保護者がフルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅
内労働など、基本的にすべての就労のうち、常に月６０
時間以上労働していること

就労
【２号認定】小学校就学前まで
【３号認定】満３歳となる誕生日の前々日まで

妊娠・出産 ○
希望により

短時間も可能

出産予定日の５７日前の日の属する月の初日
から出産日から起算して８週間を経過する日の
翌日が属する月の末日まで

津市子ども・子育て支援法事務取扱規則

5
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５－１ 利用調整

（１）調整方法について

保護者の就労状況等により決定する「基本点数」と世帯の状況等により決定する「調整指数」の合計点を基に、点数の高い子ども

から順に、希望する施設の空き状況を確認し、利用する施設を決定します。

施設の空き状況以上に申込みがあった場合は、「基本点数」と「調整指数」の合計点の高い子どもが優先となります。

合計点が同点の場合は、「優先順位表」に基づき調整順位を決定し、その順に調整します。

なお、ひとり親家庭などの国の優先的な利用とする９項目については、「調整指数」において加点しています。

「基本点数」「調整指数」「優先順位」については、次頁以降を参照ください。

基本点数

調整指数

合計点 調整順位 決定 施設の調整 施設決定

順位の高い子どもから、希望する施設の順に

空き状況を確認し、施設を決定します。
合計点が同点の場合は、

「優先順位表」により順位決定

・保護者の就労状況等を考慮

・世帯の状況等を考慮

【利用調整の流れ】

平成２７年２月３日付け府政共生第９８号・雇児発０２０３第３号
児童福祉法に基づく保育所等の利用調整等の取扱いについて（通知）に基づき対応

6
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５－２ 基本点数表
基

本
点

数
表

⑴
　

保
護

者
が

存
在

し
、

養
育

を
行

っ
て

い
る

場
合

細
目

基
本

点
数

月
1
5
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
1
0

月
1
2
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
8

月
9
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
6

月
6
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
4

月
1
5
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
1
0

月
1
2
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
8

月
9
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
6

月
6
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
4

月
1
5
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
1
0

月
1
2
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
8

月
9
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
6

月
6
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
4

月
1
2
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
8

月
9
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
6

月
6
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
4

月
1
5
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
8

月
1
2
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
6

月
6
0
時

間
以

上
の

就
労

を
常

態
と

す
る

。
4

入
所

希
望

日
が

出
産

（
予

定
）
日

の
４

週
間

前
の

日
以

降
1
0

そ
れ

以
外

8

治
療

の
た

め
入

院
（
１

箇
月

以
上

に
わ

た
る

と
見

込
ま

れ
る

も
の

を
い

う
。

）
1
0

入
院

予
定

7

日
常

生
活

や
社

会
生

活
上

の
一

定
の

制
限

1

要
他

者
援

助
（
部

分
的

）
3

要
他

者
援

助
（
生

活
の

大
半

）
4

要
他

者
援

助
（
常

時
介

護
）

5

保
育

不
可

能
5

部
分

保
育

可
能

2

月
1
2
0
時

間
以

上
の

常
時

介
護

若
し

く
は

看
護

又
は

週
５

日
以

上
の

通
院

若
し

く
は

通
所

の
付

添
い

を
し

て
い

る
（
送

迎
サ

ー
ビ

ス
利

用
を

除
く
。

）
。

8

月
9
0
時

間
以

上
の

介
護

若
し

く
は

看
護

又
は

入
院

、
通

院
若

し
く

は
通

所
の

付
添

い
を

し
て

い
る

。
6

介
護

若
し

く
は

看
護

又
は

入
院

、
通

院
若

し
く
は

通
所

の
付

添
い

を
し

て
い

る
。

4

災
害

（
火

災
、

風
水

害
、

地
震

等
）
の

復
旧

に
当

た
っ

て
い

る
。

1
0

月
2
0
日

以
上

か
つ

日
８

時
間

以
上

就
学

し
て

い
る

。
9

月
1
5
日

以
上

か
つ

日
６

時
間

以
上

就
学

し
て

い
る

。
7

月
1
0
日

以
上

か
つ

日
４

時
間

以
上

就
学

し
て

い
る

。
5

月
５

日
以

上
か

つ
日

２
時

間
以

上
就

学
し

て
い

る
。

3

上
記

未
満

の
就

学
1

求
職

中
3

死
亡

、
離

婚
、

行
方

不
明

、
未

婚
、

拘
禁

等
1
1

そ
の

他
社

会
福

祉
事

務
所

長
が

必
要

と
認

め
る

も
の

（
上

記
項

目
に

準
ず

る
。

）

⑵
　

保
護

者
が

存
在

す
る

が
養

育
が

困
難

で
あ

る
場

合
又

は
保

護
者

不
存

在
の

場
合

細
目

基
本

点
数

社
会

福
祉

事
務

所
長

が
、

申
込

児
童

が
虐

待
さ

れ
て

い
る

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

2
1

社
会

福
祉

事
務

所
長

が
保

護
者

が
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
に

よ
り

保
育

を
行

う
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

る
場

合
2
1

８
就

学
（
就

学
が

通
信

教
育

又
は

在
宅

で
の

就
学

の
場

合
は

基
本

点
数

か
ら

１
点

を
減

ず
る

。
）

事
由

１
　

被
雇

用

２
　

自
営

業
・
農

業
・
漁

業

中
心

者

協
力

者
（
給

与
が

支
給

さ
れ

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）

協
力

者
（
上

記
の

協
力

者
を

除
く
。

）

３
　

内
職

４
　

妊
娠

・
出

産

５
病

気
・
疾

病
・
障

害
（
入

院
以

外
の

項
目

に
つ

い
て

は
該

当
す

る
項

目
の

基
本

点
数

を
加

算
す

る
（
上

限
1
0
点

）
。

）

６
　

同
居

親
族

の
介

護

７
　

災
害

復
旧

９
　

求
職

中

1
0
　

不
存

在

1
1
　

そ
の

他
0
～

1
1

社
会

的
養

護

事
由

7



T s u C i t y

５－３ 調整指数表・優先順位表

優
先

順
位

表

1

項
目

細
目

判
定

点
死

亡
・
行

方
不

明
・
拘

禁
等

7
市

外
在

住
3

市
内

在
住

（
旧

市
町

村
域

外
）

2
市

内
在

住
（
旧

市
町

村
域

内
）

1
同

居
0

6
5
歳

以
上

1
6
5
歳

未
満

0
就

労
（
被

雇
用

）
・
災

害
復

旧
3

自
営

・
疾

病
・
障

害
・
介

護
2

内
職

・
農

業
1

無
職

0

3
保

護
者

が
保

育
を

必
要

と
す

る
理

由
の

優
先

順
位

①
災

害
　

②
就

労
　

③
疾

病
　

④
妊

娠
・
出

産
　

⑤
介

護
・
看

護
　

⑥
就

学
　

⑦
求

職
中

当
該

保
育

所
等

の
希

望
順

位

2

当
該

申
込

児
童

の
祖

父
母

の
状

況
（
次

の
表

に
よ

る
算

定
点

数
が

高
い

順
）

居
住

地

年
齢

状
況

調
整

指
数

表

内
容

指
数

社
会

福
祉

事
務

所
長

が
申

込
児

童
が

虐
待

さ
れ

て
い

る
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
又

は
保

護
者

が
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
に

よ
り

保
育

を
行

う
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

る
場

合
3
0

保
護

者
が

産
前

産
後

休
業

か
ら

復
帰

す
る

場
合

又
は

育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に

関
す

る
法

律
（
平

成
３

年
法

律
第

7
6
号

）
に

基
づ

く
育

児
休

業
（
法

の
趣

旨
を

鑑
み

就
業

規
則

等
に

規
定

さ
れ

た
休

業
期

間
を

含
む

。
）
か

ら
復

帰
す

る
場

合
（
毎

年
４

月
１

日
か

ら
の

利
用

調
整

に
あ

っ
て

は
、

保
護

者
が

前
年

度
内

に
職

場
復

帰
し

た
場

合
を

含
む

。
）

2
3

ひ
と

り
親

家
庭

（
配

偶
者

の
い

な
い

男
子

又
は

女
子

で
あ

る
者

及
び

そ
の

子
以

外
の

同
居

人
が

い
な

い
世

帯
を

い
う

。
）

2
0

上
記

以
外

の
ひ

と
り

親
家

庭
1
0

保
護

者
が

就
労

し
て

い
る

又
は

就
労

予
定

で
あ

る
生

活
保

護
受

給
世

帯
2
0

生
計

中
心

者
が

申
請

日
か

ら
過

去
１

年
の

間
に

失
業

し
、

申
込

時
点

で
求

職
中

で
あ

り
、

他
方

の
保

護
者

が
住

民
税

非
課

税
の

場
合

2
0

当
該

申
込

児
童

が
身

体
障

害
者

手
帳

又
は

療
育

手
帳

を
交

付
さ

れ
て

お
り

、
施

設
設

備
及

び
人

員
配

置
の

面
に

お
い

て
、

当
該

児
童

を
受

け
入

れ
る

こ
と

が
で

き
る

保
育

所
等

を
希

望
す

る
場

合
2
0

2
0

(3
0
)

兄
弟

姉
妹

で
同

一
の

保
育

所
等

を
希

望
す

る
場

合
（
保

護
者

の
一

方
又

は
双

方
の

保
育

を
必

要
と

す
る

事
由

が
求

職
中

で
あ

る
場

合
を

除
く
。

）
4

認
可

外
施

設
・
親

戚
等

に
預

け
て

い
る

場
合

1

幼
稚

園
又

は
本

市
以

外
の

市
町

村
に

所
在

す
る

保
育

所
等

を
利

用
し

て
い

る
場

合
1

本
市

に
所

在
す

る
保

育
所

等
を

利
用

中
で

他
の

保
育

所
等

を
希

望
す

る
場

合
5

家
庭

的
保

育
事

業
等

を
修

了
し

た
児

童
で

当
該

施
設

が
経

過
措

置
に

よ
り

連
携

施
設

を
指

定
し

て
い

な
い

場
合

6

認
可

外
施

設
・
親

戚
等

に
預

け
て

い
る

場
合

1

幼
稚

園
又

は
本

市
以

外
の

市
町

村
に

所
在

す
る

保
育

所
等

を
利

用
し

て
い

る
場

合
1

保
護

者
が

３
箇

月
分

以
上

正
当

な
理

由
な

く
利

用
者

負
担

額
（
平

成
2
6
年

度
以

前
に

課
さ

れ
た

保
育

料
を

含
む

。
）
を

滞
納

し
て

い
る

場
合

-
5

９
　

過
去

の
利

用
者

負
担

額
の

納
付

状
況

６
　

保
育

所
等

を
利

用
す

る
児

童
の

兄
弟

姉
妹

申
込

児
童

の
兄

弟
姉

妹
が

本
市

に
所

在
す

る
保

育
所

等
を

利
用

し
て

い
る

場
合

（
兄

弟
姉

妹
の

利
用

し
て

い
る

保
育

所
等

の
利

用
調

整
を

す
る

場
合

は
、

（
）
内

の
指

数
を

適
用

す
る

。
）

７
　

兄
弟

姉
妹

の
同

時
申

込
み

８

申
込

児
童

の
状

況
に

つ
い

て

申
込

児
童

の
兄

弟
姉

妹
の

状
況

に
つ

い
て

５
　

申
込

児
童

の
障

害

事
由

１
　

社
会

的
養

護

２
　

産
前

産
後

休
業

又
は

育
児

休
業

か
ら

の
復

帰

３
　

ひ
と

り
親

家
庭

４
　

経
済

的
な

自
立

に
資

す
る

場
合

8



T s u C i t y

６ 利用者負担額の国基準との比較①

（１）本市の取組

・ 国が示す基準の６６．２％（１号）、６５．９％（２・３号）の金額に設定 （平成２９年１０月実績）

・ 保育料階層の細分化により保護者の負担を軽減 【１号認定子ども】 国：５階層 市：８階層

【 ２号・３号認定子ども】 国：８階層 市:２０階層

※１ 新制度へ移行により、応能負担となることへの激変緩和のための経過措置
※２ 平成27年4月2日以後に津市立幼稚園の利用を開始した場合

【国基準】平成２９年度（１号認定子ども） 　（円） 【津市基準】平成２９年度（１号認定子ども） （円）

津市立幼稚園を
利用する

１号認定子ども

平成27年4月1日以前に
津市立幼稚園の利用を

開始した１号認定子ども

教育標準時間 教育標準時間 教育標準時間

1 0 1 0 0 0

要保護者等世帯 0 0 0

その他の世帯 2 ,000 2 ,000 2 ,000

要保護者等世帯 0 0 0

その他の世帯 2 ,000 2 ,000 2 ,000

要保護者等世帯 2 ,000 2 ,000 2 ,000

その他の世帯 5 ,800 5 ,800 5 ,800

要保護者等世帯 2 ,000 2 ,000 2 ,000

その他の世帯 9 ,600 7 ,700 6 ,000

6 12 ,500 8 ,600 6 ,000

7 14 ,000 9 ,200 6 ,000

5 25 ,700 8 17 ,600 10 ,600 6 ,000
市町村民税所得割課税額

211,201円以上

4

0

市町村民税所得割課税額
211,201円未満

20 ,500

その他の世帯 3 ,000

3
市町村民税

所得割課税額
77,101円未満

要保護者等世帯

2

市町村民税
非課税世帯

（所得割非課税世帯
含む）

養育里親等

要保護者等世帯

市町村民税所得割課税額
143,101円以上211,201円未満

市町村民税所得割課税額
211,201円以上

　　生活保護世帯

2

市町村民税
非課税世帯

養育里親等

3
市町村民税

所得割
非課税世帯

4

市町村民税
所得割課税額

1円以上
61,601円未満

5

市町村民税
所得割課税額
61,601円以上
77,101円未満

階層区分 階層区分

経過措置

基本表

市町村民税所得割課税額
77,101円以上143,101円未満

3 ,000

その他の世帯 14 ,100

　　生活保護世帯

教育標準時間

※2

※1
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T s u C i t y

６ 利用者負担額の国基準との比較②
【

国
基

準
】

平
成

２
９

年
度

（
２

号
認

定
子

ど
も

）
（

円
）

【
津

市
基

準
】

平
成

２
９

年
度

（
２

号
認

定
子

ど
も

）
（

円
）

保
育

標
準

時
間

保
育

短
時

間
保

育
標

準
時

間
保

育
短

時
間

保
育

標
準

時
間

保
育

短
時

間

1
0

0
1

0
0

0
0

要
保

護
者

等
世

帯
0

0
要

保
護

者
等

世
帯

0
0

0
0

そ
の

他
の

世
帯

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

そ
の

他
の

世
帯

3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

要
保

護
者

等
世

帯
2
,
8
0
0

2
,
7
0
0

2
,
8
0
0

2
,
7
0
0

そ
の

他
の

世
帯

6
,
0
0
0

5
,
8
0
0

6
,
0
0
0

5
,
8
0
0

要
保

護
者

等
世

帯
3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

そ
の

他
の

世
帯

7
,
0
0
0

6
,
8
0
0

7
,
0
0
0

6
,
8
0
0

要
保

護
者

等
世

帯
3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

そ
の

他
の

世
帯

8
,
0
0
0

7
,
8
0
0

8
,
0
0
0

7
,
8
0
0

要
保

護
者

等
世

帯
3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

そ
の

他
の

世
帯

9
,
0
0
0

8
,
8
0
0

9
,
0
0
0

8
,
8
0
0

要
保

護
者

等
世

帯
3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

そ
の

他
の

世
帯

1
0
,
5
0
0

1
0
,
3
0
0

1
0
,
5
0
0

1
0
,
3
0
0

要
保

護
者

等
世

帯
6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

要
保

護
者

等
世

帯
3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

そ
の

他
の

世
帯

2
7
,
0
0
0

2
6
,
6
0
0

そ
の

他
の

世
帯

1
1
,
6
0
0

1
1
,
4
0
0

1
1
,
6
0
0

1
1
,
4
0
0

要
保

護
者

等
世

帯
3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

そ
の

他
の

世
帯

1
2
,
7
0
0

1
2
,
4
0
0

1
2
,
7
0
0

1
2
,
4
0
0

要
保

護
者

等
世

帯
3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

そ
の

他
の

世
帯

1
4
,
0
0
0

1
3
,
7
0
0

1
4
,
0
0
0

1
3
,
7
0
0

要
保

護
者

等
世

帯
3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

3
,
0
0
0

2
,
9
0
0

そ
の

他
の

世
帯

1
6
,
3
0
0

1
6
,
0
0
0

1
6
,
3
0
0

1
6
,
0
0
0

1
2

1
6
,
3
0
0

1
6
,
0
0
0

1
6
,
3
0
0

1
6
,
0
0
0

1
3

1
8
,
6
0
0

1
8
,
2
0
0

1
8
,
6
0
0

1
8
,
2
0
0

1
4

2
1
,
0
0
0

2
0
,
6
0
0

2
1
,
0
0
0

2
0
,
6
0
0

1
5

2
3
,
0
0
0

2
2
,
6
0
0

2
3
,
0
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T s u C i t y

６ 利用者負担額の国基準との比較③
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T s u C i t y

７ 幼児教育無償化にあたっての要望

全国市長会における、平成３０年４月１３日付けの『「新しい

経済政策パッケージ」のうち子ども・子育て関連事項に関す

る意見』のとおり、幼児教育・保育の無償化については、す

べて国の責任において実施することを明らかにしたうえで、

無償化の対象範囲や財源、事務負担等に関し、実務を担う

都市自治体の意見を十分に踏まえ進められたい。

特に、無償化等の具体化に当たっては、消費税・地方消費

税率引上げにより確保される地方財源を踏まえる必要があ

ることから、地方自治体と十分に協議を行われたい。
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